
半成17年11月21日  

石綿による疾病により死亡した準軍属等であった者の遺族等に対する  

戦傷病者戦没者遺族等援護法等による対応について  

○ 準軍属等であった者が旧海軍工廠等における勤務中に石綿に曝露したため肺癌、中皮腫等の   

疾病にかかった場合、又はこれにより死亡した場合には、当該準軍属等であった者又はその   

遺族は、戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号。以下「特別援護法」という。）   

に基づく給付又は戦傷病者戦没者遺族等援護法（昭和27年法律第127号。以下「遺族援   

護法」という。）に基づく給付の対象となります。  

○ このため、都道府県等においてその旨了知されるよう、厚生労働省社会・援護局援護企画課   

長及び援護課長から各都道府県民生主管部（局）長に「石綿による疾病により死亡した準軍属   

等であった者の遺族等に対する戦傷病者戦没者遺族等援護法等による対応について」（平成1   

7年11月21目付、社援企発第1121001号、社援援発第1121001号）を通知しました。  

○ なお、遺族援護法に基づく給付の請求、特別援護法に基づく給付の請求等についての問い合   

わせ先は、次のとおりです。   

① 厚生労働省の問い合わせ先  

・遺族援護法に基づく給付（石綿による疾病により死亡した準軍属等であった方の遺族を対   

象とする遺族給与金等）については、厚生労働省社会・援護局援護課審査室  

電話番号 03－5253－1111（内線3436、3437）  

・特別援護法に基づく給付（石綿による疾病にかかった準軍属等であった方を対象とする療  

養給付等）については、厚生労働省社会・援護局援護企画課  

電話番号  03－5253－1111（内線3414）   
② 都道府県の問い合わせ先  

都道府県の援護担当課（別紙参照）   
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社援企発第1121001号  

社援援発第1121001号  

平成17年11月21日  

各都道府県民生主管部（局）長 殿  

厚生労働省社会・援護局援護企画課  

厚生労働省社会・援護局援護課  

石綿による疾病により死亡した準軍属等であった者の遺族等に対する  

戦傷病者戦没者遺族等援護法等による対応について   

準軍属等であった者が旧海軍工廠等における勤務中に石綿に曝露したため肺癌、中皮腫等の疾  

病にかかった場合、又はこれにより死亡した場合には、当該準軍属等であった者又はその遺族は、  

戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号。以下「特別援護法」という。）に基づく給付  

又は戦傷病者戦没者遺族等援護法（昭和27年法律第127号。以下「遺族援護法」という。）  

に基づく給付の対象となる。   

貴職におかれては、その旨御了知の上、石綿による疾病により死亡した準軍属等であった者の  

遺族、石綿による疾病にかかった準軍属等であった者等から、遺族援護法に基づく給付又は特別  

援護法に基づく給付に関し相談があった場合には、遺憾のないよう対応するとともに、管内市区  

町村においても適切な対応がなされるように周知を図るようお願いする。   



（参考）戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づき、石綿による肺癌又は中皮腫により死亡した準軍  

属であった者の遺族に対し給付が行われた事例  

○ 旧海軍技術廠飛行機部の工員としての勤務に関連して中皮腫にかかり、死亡した準軍属であ   

った者の遺族に対し、遺族給与金及び弔慰金が支給された事例  

○ 旧海軍工廠造船部の工員としての勤務に関連して肺癌にかかり、死亡した準軍属であった者   

の遺族に対し、遺族給与金及び弔慰金が支給された事例   








